
 

 

東海税理士会連携短期継続特別保証制度要綱（抜粋） 

 

岐阜県信用保証協会 

 

１．目的 

岐阜県信用保証協会（以下「協会」という。）、本制度を取り扱う金融機関（以下「取

扱金融機関」という。）並びに本制度を取り扱う東海税理士会に所属する税理士及び税

理士法人（以下「税理士等」という。）が連携して、中小企業・小規模事業者に擬似資

本的な資金を供給することにより、資金繰りの安定化を図るとともに、決算期ごとの

保証申込を通じ、経営状況の把握に努め、継続的な経営支援に取り組み、もって中小

企業・小規模事業者の事業の改善及び発展に資することを目的とする。 

 

２．申込人資格要件 

岐阜県内に工場または事業所を有し、次の全ての要件を満たす法人であること。 

（１）取扱金融機関における与信取引が１年以上あること。 

（２）税理士等が月次管理を行い、税理士等からの「推薦書」（所定様式）があるこ

と。 

（３）直近決算において、次の何れかに該当していること。 

  ア 債務超過ではないこと。 

  イ 経常利益を計上していること。 

（４）既保証分が条件変更等による返済緩和がされていないこと。 

 

３．保証条件 

（１）貸付限度額 

５，０００万円とする。 

ただし、本制度は１申込人当たり１口限りとする。 

（２）資金使途 

運転資金とする。 

ただし、既保証付融資の借換え資金（「８．保証期間終了後における本制度適用

の特例」を適用する場合の資金を除く。）は含まない。 

（３）貸付形式 

手形貸付とする。 

（４）保証期間 

３ヶ月以上１年以内とする。 

ただし、別に定める借換（継続）ができない場合を除き、本制度は最大４回ま

で借換（継続）ができる。 

なお、終期は、税務署への確定決算の申告期限から原則３か月以内とする。 

また、借換（継続）を行う場合は、「決算概要報告書」（所定様式）の提出を必

要とする。 



 

 

（５）返済方法 

一括返済とする。 

（６）信用保証料 

信用保証料等徴収規程等に定めるところによる。 

   推薦する税理士等が、認定経営革新等支援機関（中小企業等経営強化法（平成

１１年法律第１８号）第３１条で定める認定経営革新等支援機関をいう。）の場合

については、０．１％を割引いた料率を適用する。  

（７）貸付利率 

取扱金融機関所定の利率とする。 

（８）保証人 

原則として法人代表者以外の保証人は不要とする。 

（９）担保  

原則として無担保とする。 

 

４．借換（継続）ができない場合 

   次のいずれかに該当する場合は、借換（継続）はできない。 

（１）既保証分が返済条件を緩和した場合。 

（２）業績の悪化に伴い、将来的な償還の見通しが難しくなった場合。 

（３）著しい社外流出が発生し、財務の健全性が損なわれた場合。 

 

５．借換（継続）ができない場合の対応 

   前項の借換（継続）ができない場合は、期日までに完済しなければならない。 

ただし、完済が困難な場合は、条件変更による期間延長や他の保証による借換え

により対応するものとする。 

 

６．モニタリング 

取扱金融機関及び税理士等は、実行後の申込人の現況把握に努め、必要に応じ協 

会と連携して経営支援に取組むものとする。 

 

７．取扱税理士会 

  所定様式にて覚書を締結した東海税理士会とする。 

 

８．保証期間終了後における本制度適用の特例 

「３．保証条件」に定める保証期間が終了する場合において、「２．申込人資格要 

件」に該当するときは、改めて本制度を適用する。 

 

 


